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果実等生産出荷安定対策実施要綱

１ ２ 生 産 第 ２ ７ ７ ４ 号

平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ １ 日

農林水産事務次官依命通知

改正 平成１４年３月２０日１３生産第９８８９号

平成１４年１１月１５日１４生産第６２０４号

平成１５年３月２８日１４生産第１０１４７号

平成１７年３月２５日１６生産第７９３４号

平成１８年３月２８日１７生産第７９０７号

平成１８年９月２８日１８生産第３７２７号

平成１９年２月８日１８生産第７２２７号

平成１９年３月３０日１８生産第９００９号

第１ 趣旨

消費者ニーズの動向に即した果実及び果実製品 以下 果実等 という の供給を（ 「 」 。）

図るためには、果樹が永年性作物であるという特性にかんがみ、需要の長期見通しに

即して計画的な生産を図ることが必要であることから、果樹農業振興特別措置法（昭

和 年法律第 号。以下「果振法」という ）に基づく果樹農業振興基本方針（以下36 15 。

「基本方針」という ）を策定・公表して諸施策を推進しているところである。。

しかしながら、最近の果樹農業については、後継者の減少、高齢化の進展、基盤整

備や担い手の規模拡大の遅れにより、生産基盤の脆弱化が急速に進展しているととも

に、品目によっては、依然として需給の不均衡が顕在化しやすくなっている。

このような状況の中で、我が国の果樹農業の持続的発展を図るためには、特に生産

量・品質の変動の大きい果実の生産の安定化に強力に取り組み、需給と価格の安定を

図るとともに、産地自らが策定した計画に基づき、担い手の育成・確保や改植、園地

の基盤整備等による果樹産地の構造改革を進めることにより、国産果実の需要先の安

定確保と果樹園経営の安定的発展に資することが喫緊の課題となっている。

、 （ 「 」 。） 、このため うんしゅうみかん及びりんご 以下 指定果実 という を対象として

生産者の自主的な取組を基本とした果実需給安定対策、果樹産地の構造改革を推進す

るための果樹経営支援対策、果実の需要に即した流通加工等の推進を図る果実流通加

工等対策を実施することとし、これに必要な経費を果振法第４条の４の規定に基づき

指定された財団法人中央果実生産出荷安定基金協会（以下「指定法人」という 、又。）

は同条の４第２号に規定する都道府県法人が補助を行うものとする。また、全国及び

都道府県の段階に設置された生産出荷団体の代表等で構成する果実生産出荷安定協議

会 以下全国段階に設置されるものを 全果協 及び都道府県段階に設置されるもの（ 「 」、

「 」 。） 。を 都道府県果協 という による計画的な生産出荷への取組を推進するものとする

あわせて特定畑作物等（雑豆、落花生、こんにゃくいも、かんしょ及びばれいしょ
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並びにこれらの加工品をいう 以下同じ の需要の確保 需給の調整等の対策を推進。 。） 、

し、その需給の安定を図るものとする。

第２ 果実需給安定対策

指定果実について、需給の不均衡を是正するとともに、出荷が集中した場合の影響

を緩和することにより果樹園経営の安定を図るため、以下に定めるところにより、果

実需給安定対策を実施するものとする。

１ 適正生産出荷見通し及び生産出荷目標

農林水産省生産局長（以下「生産局長」という ）は、毎年、開花状況、需要(1) 。

見通し等を踏まえ 生産局長が別に定めるところにより 有識者及び生産者団体の、 、

意見を聴いた上で 全国の適正生産量並びに生食用及び加工原料用の用途別の適正、

出荷量を含む当年の適正生産出荷見通しを策定し 全果協 指定法人 地方農政局、 、 、

長を通じ（北海道にあっては直接）知事に通知するものとする。

全果協は、 の適正生産出荷見通しが通知された場合には、都道府県ごとの生(2) (1)
産出荷実績等を勘案して 生産局長が別に定めるところにより 都道府県別の適正、 、

生産量並びに生食用及び加工原料用の用途別の適正出荷量 生食用適正出荷量にあ（

っては 当年及び各出荷時期区分 当該年産の出荷期間を区分した期間をいう 以、 （ 。

下同じ の適正出荷量 を含む全国生産出荷目標を策定し 指定法人及び都道府県） ） 、

果協に通知するものとする。

都道府県果協は、 の全国生産出荷目標が通知された場合には、生産局長が別(3) (2)
、 （ 「 」に定めるところにより 原則として市町村の区域又は農業協同組合 以下 農協

。） （ 「 」 。） 、という の業務区域 以下 産地 という ごとの生産出荷実績等を勘案して

産地別の適正生産量 生食用及び加工原料用の用途別適正出荷量並びに生産局長が、

別に定める加工原料用指定果実の長期取引契約 以下 第２において 長期取引契（ 、 「

約」という ）に係る出荷予定数量を含む都道府県生産出荷目標を策定し、管内の。

農協及びその連合会 全国農業協同組合連合会の都道府県本部を含む 農協以外（ 。）、

に出荷している生産者組織その他指定果実を出荷している事業者 以下 指定果実（ 「

出荷事業者」という ）及び都道府県法人に通知するものとする。。

指定果実出荷事業者のうち都道府県果協が指定する者は、 の都道府県生産出(4) (3)
荷目標が通知された場合には 生産局長が別に定めるところにより 生産者ごとの、 、

指定果実の生産出荷実績等を勘案して 生産者別の適正生産量並びに生食用及び加、

工原料用の用途別の適正出荷量を含む産地生産出荷目標を策定し 管内の生産者及、

び都道府県法人に通知するものとする。

２ 計画的生産出荷の推進

生産出荷計画(1)
ア １の の産地生産出荷目標が通知された産地の認定農業者（農業経営基盤(4)

強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１２条の農業経営改善計画を認定さ

れた者をいう 以下同じ 及び認定農業者が実質的な運営を担っている生産出。 。）

荷組織その他生産局長が別に定める指定果実を生産出荷している生産者（以下
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指定果実生産者 という は 産地生産出荷目標を勘案して 生産局長が別「 」 。） 、 、

に定めるところにより、生産出荷計画を作成し、原則として産地生産出荷目標

を通知した指定果実出荷事業者を通じ、都道府県法人に提出するものとする。

都道府県法人は、提出された生産出荷計画が産地生産出荷目標に適合してい

る場合その他生産局長が別に定める要件を満たしている場合には、これを承認

するものとする。

イ 生産出荷組織は、産地生産出荷目標の範囲内で、生産出荷計画に定めた予定

、 、生産量又は予定出荷量を変更した場合は 生産局長が別に定めるところにより

産地生産出荷目標を通知した指定果実出荷事業者に変更後の生産出荷計画を提

出するものとする。

長期取引契約(2)
１の の都道府県生産出荷目標が通知された指定果実出荷事業者のうち長期取(3)

引契約を締結する者は 当該契約を履行するための集荷計画を都道府県果協を通じ、

都道府県法人に提出するものとする。

計画的生産出荷の取組(3)
ア 指定果実生産者による取組

指定果実生産者は、都道府県法人が承認した生産出荷計画に即して、生産局

長が別に定めるところにより、計画的生産出荷のための生産量及び出荷量の調

整に取り組むとともに、摘果等の実施状況を記録した作業記録簿及び出荷・販

売台帳の作成、出荷伝票の保存等を行うものとする。

イ 指定果実出荷事業者による取組

指定果実出荷事業者は、アの取組が適切に実施されるよう現地講習会を実施

する等的確な指導を行うものとする。

また、指定果実生産者を訪問し、ほ場の巡回、作業記録簿の内容とほ場の状

況との照合、出荷・販売台帳と出荷伝票との照合、聴き取り等により計画的生

産出荷の取組の実施状況を確認し、その取組が不十分な場合には、追加的な摘

果計画の作成及び当該計画の実施状況の報告等必要な指導を行うものとする。

さらに、指定果実生産者に対する指導の実施状況、ほ場の巡回計画及び確認

結果について定期的に取りまとめ、都道府県果協及び都道府県法人に報告する

ものとする。

ウ 都道府県法人及び都道府県果協による取組

ｱ 都道府県法人は、指定果実出荷事業者及び指定果実生産者を訪問し、ア及( )
びイの取組の実施状況を確認するとともに 不適切な実施状況が確認された場、

合には直ちに都道府県果協に通知するものとする。

ｲ 都道府県果協は、管内の計画的生産出荷の取組の実施状況の把握及び指導( )
の推進に努めるとともに、 ｱ の通知を受けた場合は、都道府県果協の構成員( )
による協議の上 該当する指定果実出荷業者を通じ 重点的な指導を行うもの、 、

とする。

エ 指定法人及び全果協による取組

指定法人並びに全果協及びその構成員は、全国の計画的生産出荷の取組の実
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施状況の把握及び指導の推進に努めるとともに、不適切な実施状況が広汎に確

認された場合は、全果協において協議の上、該当する都道府県果協に対して、

重点的な指導を行うものとする。

生産出荷実績等の報告(4)
ア 指定果実生産者は、生産局長が別に定めるところにより、生産出荷実績報告

書を作成し、原則として生産出荷計画を提出した指定果実出荷事業者を通じ、

都道府県法人に提出するものとする。

イ 長期取引契約を締結している指定果実出荷事業者は、生産局長が別に定める

ところにより、当該契約に基づく取引の実施状況を都道府県果協を通じ都道府

県法人に報告するものとする。

３ 需給不均衡が懸念される場合の措置

生産出荷目標等の変更(1)
１の生産出荷目標を策定した後に天候が大きく変化したこと等によって 指定果、

実について 品質が著しく向上し予想を上回る需要の増加が見込まれる場合 品質、 、

が著しく低下し予想を上回る需要の減退が見込まれる場合等には 以下に定めると、

ころにより、当初の生産出荷目標等の変更を行うことができるものとする。

なお この場合においては １に準じて当初の生産出荷目標を通知した者に順次、 、

通知するものとする。

ア 都道府県果協の構成員による協議を経た上で、全果協から通知された当該都

道府県の適正生産量又は適正出荷量の範囲内で、産地ごとの適正生産量又は適

正出荷量の変更を生産局長が別に定めるところにより行うこと。

イ 全果協の構成員による協議を経た上で、以下に掲げる変更を生産局長が別に

定めるところにより行うこと。

ｱ 全国の適正生産量又は適正出荷量の範囲内で、都道府県ごとの適正生産量( )
又は適正出荷量の変更を行うこと。

ｲ 以下に掲げる場合に、生産局長が別に定める限度の範囲内で全国の加工原( )
料用適正出荷量の変更を行うこと。

ａ 全国の予想出荷量が適正出荷量を上回ることが見込まれ、加工原料用適

正出荷量を増加させる場合（全国の各出荷時期区分の生食用適正出荷量の

増加を伴わない場合に限る ）。

ｂ 全国的な品質の低下等による生食用の需要の減少等が見込まれ、加工原

料用適正出荷量を増加させる場合

ウ ア及びイのいずれにも該当しない場合に、全果協が、生産局長と協議の上、

全国の適正生産量又は適正出荷量の変更を行うこと。

生産出荷安定指針等の策定(2)
指定果実の需給が著しく均衡を失し その安定的な生産及び出荷を図ることが特、

に必要と認められる場合であって以下に掲げるときには、第２の１の の生産出(1)
荷見通しに代えて うんしゅうみかんについては農林水産大臣が果振法第４の３及、

び「果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律の施行について （昭和 年」 60
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７月１日付け 農蚕第 号農林水産事務次官依命通知。以下「施行通知」とい60 3664
う ）第４の２に基づく生産出荷安定指針を、またりんごについては生産局長が生。

産出荷指導指針（以下、両指針をあわせて「指針」という ）を策定するものとす。

る。

ア １の の適正生産出荷見通しを策定する時点で、全国の予想生産量が適正(1)
生産量を上回ると見込まれる場合又はその後に天候が大きく変化したこと等に

より全国の予想生産量が適正生産量を上回ると見込まれる場合であって、当該

予想生産量の適正生産量を上回る量が生産局長が別に定める基準に達し、生産

量の調整を強化することが必要なとき

イ １の の適正生産出荷見通しを策定した後に天候が大きく変化したこと等(1)
により、全国の予想出荷量が適正出荷量を上回ると見込まれる場合又は全国的

な品質の低下等による著しい生食用の需要の減少等が見込まれる場合であっ

て、加工原料用出荷量の増加見込量が生産局長が別に定める基準に達し、出荷

量の調整を強化することが必要なとき

４ 推進指導体制等

推進指導体制(1)
ア 都道府県果協及び生産出荷団体

都道府県果協及び生産出荷団体（農業協同組合、農業協同組合連合会及びこ

れら以外の者で果実の出荷又は加工の事業を行う者が組織する出荷事業者団

。 。） 、 、 、体 以下同じ は 都道府県法人と連携し 果実需給安定対策の趣旨の徹底

指定果実生産者及び指定果実出荷事業者に対する指導を行うものとする。

また、本対策の事務の円滑な推進を図るため、生産出荷団体は、指定果実生

産者の了解を得て、都道府県果協及び都道府県法人に生産出荷情報の提供を行

うものとする。

さらに、都道府県果協は、都道府県等と連携し、その構成員の充実等体制の

強化に努めるものとする。

イ 指定法人及び都道府県法人

指定法人及び都道府県法人は、関係機関に対し、果実需給安定対策の適切な

実施に必要な情報の提供及び助成を行うものとする。

また、都道府県法人は、都道府県等と連携し、その会員の充実等体制の強化

に努めるものとする。

ウ 都道府県

都道府県は、都道府県果協及び都道府県法人に対する指導及び支援を行うと

、 、 、 、ともに 農林事務所 普及指導センター 試験研究機関等の出先機関と市町村

生産出荷団体等関係機関との連携を図り、産地の指導体制を整備するものとす

る。

また、農業共済組合連合会及び市町村の協力を得て、都道府県果協及び都道

府県法人に対し、果実需給安定対策の適切な実施に必要な情報の提供を行うも

のとする。
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エ 国

国は、果実需給安定対策の円滑な実施に資するため、その実施状況等に関す

る調査及び関係機関・団体に対する情報の提供を行うものとする。

関連施策との連携(2)
以下に掲げる事業（果樹農業に関連するものに限る ）については、果実需給安。

定対策の適切な推進のための産地条件の整備に資するようにその推進を図るととも

に 原則として 指定果実の計画的生産出荷を達成している者又はその達成が当該、 、

事業の実施により確実と認められる者が受益する地区の要請に優先的に配慮するも

のとする。

ア 農業・食品産業競争力強化支援事業

イ 畑地帯総合整備事業（生産基盤部分に限る ）。

ウ 中山間地域総合整備事業（生産基盤部分に限る ）。

５ 実効確保措置

国は、果実需給安定対策の実効を確保するため、指定法人に対する補助を通じ、

以下に掲げる事業を実施するものとする。

果実計画生産推進事業(1)
ア 事業の内容

この事業は、２の指定果実の計画的生産出荷を促進するため、以下に掲げる

措置を講じる指定果実出荷事業者に対し、都道府県法人が補給金を交付する事

業とする。

ｱ 計画的生産出荷の指導( )
ｲ ３の のアにより指針が策定された場合の計画的生産の促進( ) (2)

イ 事業実施者

この事業の実施者は、都道府県法人とする。

ウ 果実計画生産推進基本計画

ｱ この事業を実施しようとする都道府県法人は、以下に掲げる事項について( )
果実計画生産推進基本計画を作成し、あらかじめ 知事と調整の上、指定法人

に提出するものとする。

ａ 計画的生産出荷の指導に関する事項

ｂ 計画的生産の実施に関する事項

ｃ その他この事業の実施に関し必要な事項

ｲ 指定法人は、 ｱ の計画が以下に掲げる要件を満たしていると認められる場( ) ( )
合には、これを承認し、その旨を生産局長に報告するものとする。

ａ 第６の３の指定法人の事業計画に即していること

ｂ 第６の４の指定法人の業務実施方針及び業務実施規程に即していること

ｳ ｱ の計画を変更する場合は、 ｱ 及び ｲ に準じて行うものとする。( ) ( ) ( ) ( )
エ 果実計画生産推進資金の造成

ｱ 都道府県法人は、補給金の交付に充てるため、指定果実出荷事業者に負( )
担金を納付させ 都道府県等からの助成金をあわせて 果実計画生産推進資金、 、
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を造成するものとする。

ｲ 都道府県法人は、 ｱ の資金の造成について指定法人からの補助金の交付を( ) ( )
受けようとする場合には 生産局長が別に定めるところにより 指定法人に申、 、

請するものとする。

ｳ 指定法人は、 ｲ により申請された場合には、業務方法書に定めるところに( ) ( )
より、 ｱ により造成した金額と同額以内の額を当該都道府県法人に補助する( )
ものとする。

オ 補給金の交付等

ｱ 補給金の交付対象となる経費( )
都道府県法人は 指定果実出荷事業者に対し 計画的生産出荷を促進するた、 、

めの取組を行う場合に必要な経費であって以下に掲げるものについて 生産局、

長が別に定めるところにより、補給金を交付するものとする。

ａ 計画的生産出荷の指導（アの ｱ の措置）( )
指定果実出荷事業者が実施する生産出荷目標の作成、生産出荷計画の実

施状況の確認及び産地指導に要する経費

ｂ 計画的生産の促進（アの ｲ の措置）( )
指定果実生産者が共同若しくは請負で、又は指定果実出荷事業者が請負

で実施するうんしゅうみかんの全摘果、大枝切り等の作業及びりんごの着

果量の調整の作業の促進に要する経費

ｲ 果実計画生産推進計画( )
ａ 補給金の交付を受けようとする指定果実出荷事業者は、都道府県法人の

業務方法書に定めるところにより、あらかじめ果実計画生産推進計画を作

成し、都道府県法人に提出するものとする。

この場合、指定果実出荷事業者の上部団体がその構成員の作成した計画

を取りまとめ、都道府県法人に提出することができるものとする。

ｂ 都道府県法人は、ａの計画が以下に掲げる要件を満たしていると認めら

れる場合には、これを承認するものとし、承認した場合は、その旨を指定

法人に報告するものとする。

１の の都道府県生産出荷目標に即していること(a) (3)
ウの ｲ において指定法人が承認した果実計画生産推進基本計画に即し(b) ( )

ていること

第６の４の指定法人の業務実施方針及び業務実施規程に即しているこ(c)
と

ｃ ａの計画を変更する場合は、ａ及びｂに準じて行うものとする。

ｳ 補給金の交付申請( )
補給金の交付を受けようとする指定果実出荷事業者は 第７の５の都道府県、

法人の業務方法書に定めるところにより、都道府県法人に申請するものとす

る。

カ 実績の報告

都道府県法人は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところに
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より、指定法人及び知事に報告するものとする。指定法人は、都道府県法人か

らの報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。

緊急需給調整特別対策事業(2)
ア 事業の内容

この事業は、２の計画的生産出荷への取組を的確に実施した上で、一時的な

出荷の集中により、なお価格が低下した場合又は価格の低下が確実と見込まれ

る場合に、生食用果実を加工原料用に仕向ける指定果実出荷事業者に対して補

給金を交付する事業とする。

イ 事業実施者

この事業の実施者は、都道府県法人とする。

ウ 対象果実

この事業の対象となる果実は、一旦生食用として選果場に出荷され選別され

た指定果実であって、価格の低下の主因となるおそれのある特定の規格の果実

として全果協が定めるものとする。

エ 緊急需給調整事業実施方針の策定等

ｱ 緊急需給調整事業実施方針( )
ａ 全果協は、生産局長が別に定めるところにより、全国緊急需給調整事業

実施方針 以下 全国事業実施方針 という を作成し 生産局長の承認（ 「 」 。） 、

を受けるものとする。

ｂ 全果協は、ａの承認があったときは、全国事業実施方針の内容及び生産

局長の承認を受けた旨を指定法人及び都道府県果協に通知するものとす

る。

ｃ 都道府県果協は、ｂの通知があったときは、生産局長が別に定めるとこ

ろにより、都道府県緊急需給調整事業実施方針（以下「都道府県事業実施

方針 という を作成し 都道府県法人及び指定果実出荷事業者に通知す」 。） 、

るものとする。

ｄ ａからｃまでの規定は、全国事業実施方針又は都道府県事業実施方針の

変更について準用する。

ｲ 産地緊急需給調整事業実施計画( )
ａ 指定果実出荷事業者は、生産局長が別に定めるところにより、産地緊急

需給調整事業実施計画 以下 産地事業実施計画 という を作成し 都（ 「 」 。） 、

道府県法人の承認を受けるものとする。

ｂ 都道府県法人は、ａの承認をしようとする場合にあっては、知事と調整

の上、あらかじめ指定法人に協議するものとする。

ｃ 指定法人は、ｂにより協議された産地事業実施計画が ｱ の全国事業実( )
施方針に即していると認められ、異議がない旨回答した場合にあっては、

当該計画及び回答の内容を生産局長に報告するものとする。

ｄ ａからｃまでの規定は、産地事業実施計画の変更について準用する。

オ 事業の発動

ｱ この事業は、全果協が生産局長の承認を受けて発動するものとする。( )
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ｲ 全果協は、 ｱ の承認があったときは、事業の発動を指定法人及び都道府県( ) ( )
果協に通知するものとする。

ｳ 都道府県果協は、 ｲ の通知があったときは、事業の発動を都道府県法人及( ) ( )
び指定果実出荷事業者に通知するものとする。

カ 緊急需給調整資金の造成

都道府県法人は、補給金の交付に充てるため、生産局長が別に定めるところ

により、指定果実出荷事業者に負担金を納付させ、都道府県等からの助成金と

あわせて、緊急需給調整資金を造成するものとする。

キ 指定果実出荷事業者に対する補給金の交付

ｱ 都道府県法人は、生産局長が別に定めるところにより、指定果実出荷事業( )
者からの申請により補給金を交付するものとする。

ｲ 指定法人は、都道府県法人からの申請により、補給金を交付するのに要す( )
る経費の全部又は一部を補助するものとする。

ク 実績の報告

ｱ 指定果実出荷事業者は、この事業の実績について、生産局長が別に定める( )
ところにより産地調整実績報告を作成し、都道府県法人に提出するものとす

る。

ｲ 都道府県法人は、 ｱ の産地調整実績報告を取りまとめ、指定法人及び知事( ) ( )
に報告するものとし 指定法人は 当該報告を取りまとめ 生産局長に提出す、 、 、

るものとする。

果汁特別調整保管等対策事業(3)
ア 事業の内容

、 、この事業は 指定果実について３の のイにより指針が策定された場合に(2)
又は指定果実その他の果実について災害等により傷果等生食用に適さない果実

が大量発生した場合に、当該果実製品の調整保管又は当該果実の産地廃棄を行

う事業とする。

イ 事業実施者

ｱ 果実製品の調整保管の事業の実施者は、２の の長期取引契約を締結して( ) (2)
いる果実加工業者その他生産局長が適当と認めた者とする。

ｲ 果実の産地廃棄の事業の実施者は、指定果実出荷事業者であって、計画的( )
生産を的確に実施しており かつ長期取引契約又は長期取引契約に基づく集荷、

計画に即し加工原料用果実を出荷しているものとする。

ウ 果汁特別調整保管等対策事業実施計画

ｱ 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定める果汁特別調整保管等対( )
策事業実施計画 以下「特別調整保管等計画」という。 を都道府県法人に提( )
出し 承認を受けるものとする ただし 事業実施者が都道府県の区域を超え、 。 、

てこの事業を行う場合にあっては指定法人に提出し、承認を受けるものとす

る。

ｲ 都道府県法人は、 ｱ により提出された計画が適当と認められ承認しようと( ) ( )
、 、 。する場合には 知事と調整の上 あらかじめ指定法人と協議するものとする
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ｳ 指定法人は、 ｱ のただし書により提出された計画及び ｲ により協議された( ) ( ) ( )
計画が第６の３の指定法人の事業計画に即していると認められ承認しようとす

る場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。

ｴ ｱ の計画を変更する場合は ｱ から ｳ までに準じて行うものとする。( ) ( ) ( ) ( )
エ 補助金の交付

ｱ 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、当該特別調整保管等計画を( )
提出した都道府県法人又は指定法人に対し 補助金の交付を申請するものとす、

る。

ｲ 都道府県法人は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定( )
法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。

ｳ 指定法人は、 ｱ 又は ｲ により申請された場合には、第６の６の業務方法書( ) ( ) ( )
に定めるところにより 都道府県法人又は事業実施者に補助金を交付するもの、

とし 当該都道府県法人は 第７の５の業務方法書に定めるところにより 事、 、 、

業実施者に補助金を交付するものとする。

ｴ 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるも( )
のとする。

オ 実績の報告

ｱ 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところに( )
より 都道府県法人又は指定法人に報告するものとする 都道府県法人は 事、 。 、

業実施者からの報告を取りまとめ、指定法人に報告するものとする。

ｲ 指定法人は、 ｱ の報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。( ) ( )

第３ 果樹経営支援対策

１ 事業の内容

この事業は、競争力の高い産地を育成するため、産地自らが策定した計画（以下

「産地計画」という ）に基づき、生産局長が別に定める者 以下「支援対象者」と。 (
いう。 が行う優良な品目又は品種への転換、小規模園地整備その他の経営基盤を)
強化する取組に要する経費を補助する事業とする。

２ 事業実施者

この事業の実施者は、都道府県法人（都道府県法人が設立されていない都道府県

にあっては、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会その他の指定法人が

適当と認める団体。以下第３において同じ。 とする。)
３ 推進指導体制等

推進指導体制(1)
ア 全国段階

国及び指定法人はこの事業を円滑かつ的確に実施するため、連携して、必要

な情報の収集に努めるとともに、都道府県法人その他の関係機関を指導するも

のとする。

イ 都道府県段階

都道府県及び都道府県法人は、この事業を円滑かつ的確に実施するため、連
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携して、産地計画の策定主体その他の関係機関を指導するものとする。

ウ 産地段階

産地計画の策定主体は、この事業を円滑かつ的確に実施するため、関係機関

と連携して、支援対象者を指導するものとする。

環境と調和のとれた農業生産活動(2)
支援対象者 都道府県法人その他の関係者は 本対策の実施に当たり 環境と調、 、 、

和のとれた農業生産活動が行われるよう配慮するものとする。

４ 果樹経営支援対策事業実施計画

支援対象者は、果樹経営支援対策事業実施計画を生産出荷団体を通じて都道府(1)
県法人に提出し、その承認を受けるものとする。

都道府県法人は、 の承認をしようとするときは、知事及び指定法人に協議す(2) (1)
るものとする。

、 、 。(3) (1) (2)及び の規定は 果樹経営支援対策事業実施計画の変更について 準用する

５ 補助金の交付

補助金の交付手続(1)
ア 補助金の交付を受けようとする支援対象者は、都道府県法人に対し補助金の

交付を申請するものとする。

イ 都道府県法人は、支援対象者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定法

人に対し補助金の交付を申請するものとする。

ウ 指定法人は、イにより申請された場合には、第６の６の業務方法書に定める

ところにより、補助金を交付するものとし、当該都道府県法人は、第７の５の

、 。業務方法書に定めるところにより 支援対象者に補助金を交付するものとする

支援の対象となる取組及び補助率(2)
支援の対象となる取組及び補助率は 生産局長が別に定めるところによるものと、

する。

指定法人の助成措置(3)
指定法人は 都道府県法人がこの事業を実施するのに必要な経費の全部又は一部、

を助成するものとする。

６ 実績の報告

、 、 、(1) 支援対象者は この事業の実績について 生産局長が別に定めるところにより

都道府県法人に報告するものする。

都道府県法人は、支援対象者からの報告を取りまとめ、指定法人に報告するも(2)
のとし、指定法人は、当該報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。

第４ 果実流通加工等対策

指定法人は、果実等の需要に即した流通及び加工の推進等を図るため、それぞれの

品目の特性を踏まえつつ、以下に掲げる事業について助成するものとする。
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１ 加工原料用果実価格安定対策事業

事業の内容(1)
この事業は 果実の加工需要の拡大を図るためには 加工原料用果実の流通の不、 、

安定性 とりわけ取引価格の大幅な変動を改善することが必要であることにかんが、

み 契約に基づく安定的な取引を推進することとし 同契約に基づき加工原料用果、 、

実を安定的に供給する生産者に対し 当該果実の価格が低下した場合に 都道府県、 、

法人が生産者補給金を交付する事業とするものとする。

対象果実等(2)
ア 対象加工原料用果実

この事業の対象となる果実は、以下に定める要件を満たす果汁の原料の用に

供されるなつみかん、はっさく、いよかん、もも及びパインアップル並びに缶

詰の原料の用に供されるもも及びパインアップルとするものとする。

ｱ 都道府県法人が定める期間（以下「対象取引期間」という ）に販売され( ) 。

たもの

ｲ 生産局長が別に定める契約の方式による加工原料用果実の取引に係るもの( )
であって 生産者からの直接又は間接の委託に基づいて販売されたもの又はそ、

の生産者からの直接又は間接の委託に基づいて加工し 果実製品として販売さ、

れたもの（以下「受託販売果実」という ）。

イ 業務対象年間

この事業の業務対象年間は２年とするものとする。

事業実施者(3)
この事業の実施者は、都道府県法人とするものとする。

加工原料用果実価格安定対策基本計画(4)
ア この事業を実施しようとする都道府県法人は、生産局長が別に定める事項に

ついて加工原料用果実価格安定対策基本計画を作成し、あらかじめ知事と調整

の上、指定法人に提出するものとする。

イ 指定法人は、アの計画が第６の３の指定法人の事業計画に即したものと認め

られる場合には、これを承認し、その旨を生産局長に報告するものとする。

ウ アの計画を変更する場合は、ア及びイに準じて行うものとする。

加工原料用果実価格安定対策資金の造成(5)
ア 都道府県法人は、生産者補給金の交付に充てるため、生産局長が別に定める

ところにより、その会員から負担金を納付させ、都道府県等からの補助金をあ

わせて、加工原料用果実価格安定対策資金を造成するものとする。

なお、特に必要があると認められる場合には、負担金を分割して納付させる

ことができるものとする。

イ 都道府県法人は、アの資金の造成について指定法人からの補助金の交付を受

けようとする場合には、生産局長が別に定めるところにより、一の業務対象年

間の開始前に当該補助金の交付を受けるべき数量及び金額を対象加工原料用果

実ごとに区分して指定法人に申請するものとする。

ウ 指定法人は、イにより申請された場合には、対象加工原料用果実の区分ごと
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10に、以下に規定する補助対象保証基準価格と補助対象最低基準価格の差額の

分の９に相当する額にイの数量を乗じて得た額の２分の１の額又は都道府県法

人が指定法人以外の者からの負担金及び補助金により造成した額のいずれか低

い額を限度として当該都道府県法人に補助金を交付するものとする。

ｱ 補助対象保証基準価格は、指定法人が、その価格を平均取引価格が下回っ( )
た場合に生産者補給金を交付することができる価格として 都道府県法人ごと、

、 、に過去における加工原料用果実の取引価格等を考慮し 生産局長と協議の上

定めるものとする。

ｲ 補助対象最低基準価格は、指定法人が、その価格を平均取引価格が下回っ( )
た場合に平均取引価格とみなす価格として 生産局長と協議の上 定めるもの、 、

とする。

ｳ のアにより都道府県法人が定めた保証基準価格が ｱ の補助対象保証基準( ) (7) ( )
価格を下回る場合は 当該保証基準価格を補助対象保証基準価格とみなすもの、

とする。

また、同項により都道府県法人が定めた最低基準価格が ｲ の補助対象最低( )
基準価格を上回る場合は 当該最低基準価格を補助対象最低基準価格とみなす、

ものとする。

ｴ ｱ 及び ｲ の基準価格は、対象加工原料用果実の区分ごとに、一の業務対( ) ( ) ( )
象年間の開始前に定めて、都道府県法人に通知するものとする。

生産者補給金交付業務計画(6)
ア 都道府県法人の会員である生産出荷団体であって、この事業による補給金の

交付業務を実施しようとする者は、生産者補給金交付業務計画（以下「業務計

画」という ）を作成し、都道府県法人に提出するものとする。。

イ 都道府県法人は、アにより提出された業務計画が の計画及び都道府県果(4)
協における第８の２の の協議結果に即している場合には承認するものとす(2)
る。

生産者補給金の交付等(7)
ア 保証基準価格及び最低基準価格

都道府県法人は、一の業務対象年間の開始前に、生産局長が別に定めるとこ

ろにより、知事と調整の上、対象加工原料用果実の区分ごとに、その価格を平

均取引価格が下回った場合に一定の生産者補給金を交付するための基準となる

べき価格 以下 保証基準価格 という 及びその価格を平均取引価格が下回（ 「 」 。）

（ 「 」 。） 、った場合に平均取引価格とみなす価格 以下 最低基準価格 という を定め

会員に通知するものとする。

イ 加工原料用果実生産者補給金交付契約

都道府県法人は、一の業務対象年間の開始前に のイにより承認した業務(6)
計画に係る会員と、生産局長が別に定める事項について加工原料用果実生産者

補給金交付契約（以下「交付契約」という ）を締結するものとする。。

ウ 取引実績の報告

交付契約を締結した会員 以下 契約会員 という は 対象取引期間の終（ 「 」 。） 、
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了後、速やかに、当該期間中に取り引きされた受託販売果実について、その取

引に係る数量及び価格 産地選果場渡し価格とする を都道府県法人に報告す（ 。）

るものとする。

エ 平均取引価格

都道府県法人は、ウの報告に基づき、生産局長が別に定めるところにより、

対象取引期間に係る対象加工原料用果実の区分ごとの平均取引価格を算定し、

契約会員に通知するものとする。

オ 生産者補給金の交付

ｱ 契約会員は、エにより通知された加工原料用果実の平均取引価格が保証基( )
準価格を下回った場合は 都道府県法人に対して補給金の交付申請を行うもの、

とする。

ｲ 都道府県法人は、 ｱ により申請された場合には、業務方法書に定めるとこ( ) ( )
ろにより 契約会員に対し 平均取引価格と保証基準価格の差額 平均取引価、 、 （

格が最低基準価格を下回った場合は 保証基準価格と最低基準価格の差額 の、 ）

分の９に相当する額に対象取引期間に係る受託販売果実の数量（受託販売10
、 ）果実の数量が交付契約の対象数量を上回る場合は その交付契約の対象数量

を乗じて得た額を生産者補給金として速やかに交付するものとし その交付を、

受けた契約会員は、速やかにこれを生産者に交付するものとする。

ｳ 都道府県法人は、契約会員が故意又は重大な過失により交付契約に違反し( )
た場合又は都道府県法人の業務方法書で定める事項に違反した場合には 当該、

契約会員に対し生産者補給金の額を交付しないこと又は返還させることができ

るものとする。

実績の報告(8)
都道府県法人は 一の業務対象年間終了後 この事業の実績について 生産局長、 、 、

が別に定めるところにより 指定法人に報告するものとする 指定法人は 都道府、 。 、

県法人からの報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。

２ 国産果汁競争力強化事業

事業の内容(1)
この事業は 国産かんきつ果汁製造業等の競争力強化を図るため 国際環境の変、 、

化を受け輸入オレンジ果汁と競合するかんきつ果汁等を対象に過剰な搾汁設備の廃

棄 高品質果汁製造設備の導入 新製品・新技術の開発促進等を推進する事業とす、 、

るものとする。

事業実施者(2)
この事業の実施者は 指定法人 都道府県法人 果実の生産出荷団体 果実の生、 、 、 、

産出荷団体が構成員になっており かつ これらの者が議決権又は出資総額の過半、 、

を占めている国産かんきつ果汁製造業者その他生産局長が適当と認めた者とするも

のとする。

国産果汁競争力強化事業実施計画(3)
ア 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定めた国産果汁競争力強化事業



- 15 -

「 」 。 、実施計画 以下 果汁競争力強化事業計画 という を都道府県法人に提出し( )
承認を受けるものとする。

ただし、事業実施者が都道府県法人である場合、都道府県の区域を超えてこ

の事業を行う場合又は都道府県法人が設置されていない都道府県の区域におい

て事業を行う場合にあっては指定法人に、指定法人が事業実施者となる場合に

あっては生産局長に、それぞれ提出し、承認を受けるものとする。

イ 都道府県法人は、アにより提出された計画が適当と認められ承認しようとす

る場合には、知事と調整の上、あらかじめ指定法人と協議するものとする。

ウ 指定法人は、アのただし書により提出された計画及びイにより協議された計

画が第６の３の指定法人の事業計画に即していると認められ承認しようとする

場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。

エ アの計画を変更する場合はアからウまでに準じて行うものとする。

補助金の交付(4)
(4) (5)ア 補助金の交付を受けようとする事業実施者 指定法人を除く 以下 及び（ 。

において同じ は 当該果汁競争力強化事業計画を提出した都道府県法人又は。） 、

指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。

イ 都道府県法人は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定法

人に対し補助金の交付を申請するものとする。

ウ 指定法人は、ア又はイにより申請された場合には、業務方法書に定めるとこ

ろにより、都道府県法人又は事業実施者に補助金を交付するものとし、当該都

道府県法人は、その業務方法書に定めるところにより、当該事業実施者に補助

金を交付するものとする。

エ 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるもの

とする。

実績の報告(5)
ア 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところによ

り、補助金の交付を受けた都道府県法人又は指定法人に報告するものとする。

都道府県法人は、事業実施者からの報告を取りまとめ指定法人に報告するもの

とする。

イ 指定法人は、アの報告及び自ら実施した事業の実績を取りまとめ、生産局長

に報告するものとする。

３ パインアップル構造改革特別対策事業
事業の種類及び内容(1)

ア パインアップル優良種苗緊急増殖供給事業

ｱ 優良種苗増殖事業( )
この事業は、パインアップルの品質向上及び栽培農家の経営安定を図るた

め 優良種苗の効率的な増殖 育苗及び種苗の配布並びにこれに必要な施設・、 、

機械の整備を実施する事業とするものとする。

ｲ 優良種苗供給推進事業( )
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この事業は 優良種苗の供給計画の作成及びその普及推進のための協議会の、

開催等を実施する事業とするものとする。

イ パインアップル産地構造改革事業

ｱ 推進事業( )
この事業は 産地における担い手の育成を図りつつ パインアップルの作付、 、

けを生食用と加工用のバランスのとれたものに転換するため 産地構造改革検、

討会の開催その他の推進体制を整備する事業とするものとする。

ｲ 栽培管理改善事業( )
この事業は、パインアップルの生産性及び品質の向上を図るため、栽培管

理方法の改善を行う事業とするものとする。

ｳ 生食用パインアップル緊急定着事業( )
この事業は、加工用パインアップルから生食用パインアップルへの改植を

行う事業とするものとする。

ウ パインアップル新需要開発推進事業

この事業は、生食用パインアップル及びパインアップル製品の需要拡大を早

急に進めその需給の改善を図るため、新たな需要の創造及び効果的な消費宣伝

を実施する事業とするものとする。

エ その他パインアップルの需給改善上の必要となる緊急対策事業として生産局

長が別に定める事業

事業実施者(2)
この事業の実施者は 指定法人 都道府県法人 果実の生産出荷団体その他生産、 、 、

局長が適当と認めた者とするものとする。

パインアップル構造改革特別対策事業実施計画(3)
ア 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定めたパインアップル構造改革

特別対策事業実施計画 以下「パインアップル構造改革事業計画」という。 を( )
都道府県法人に提出し、承認を受けるものとする。

ただし、事業実施者が都道府県法人である場合、都道府県の区域を超えてこ

の事業を行う場合又は都道府県法人が設置されていない都道府県の区域におい

て事業を行う場合にあっては指定法人に、指定法人が事業実施者となる場合に

あっては生産局長に、それぞれ提出し、承認を受けるものとする。

イ 都道府県法人は、アにより提出された計画が適当と認められ承認しようとす

る場合には、知事と協議の上、あらかじめ指定法人と協議するものとする。

ウ 指定法人は、アのただし書により提出された計画及びイにより協議された計

画が第６の３の指定法人の事業計画に即していると認められ承認しようとする

場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。

エ アの計画を変更する場合はアからウまでに準じて行うものとする。

補助金の交付(4)
(4) (5)ア 補助金の交付を受けようとする事業実施者 指定法人を除く 以下 及び（ 。

において同じ は 当該パインアップル構造改革事業計画を提出した都道府県。） 、

法人又は指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。
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イ 都道府県法人は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定法

人に対し補助金の交付を申請するものとする。

ウ 指定法人は、ア又はイにより申請された場合には、業務方法書に定めるとこ

ろにより、都道府県法人又は事業実施者に補助金を交付するものとし、当該都

道府県法人は、その業務方法書に定めるところにより、事業実施者に補助金を

交付するものとする。

エ 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるもの

とする。

実績の報告(5)
ア 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところによ

り、都道府県法人又は指定法人に報告するものとする。都道府県法人は、事業

実施者からの報告を取りまとめ指定法人に報告するものとする。

イ 指定法人は、アの報告及び自ら実施した事業の実績を取りまとめ、生産局長

に報告するものとする。

４ 特認事業

その他、国際化の急激な進展、自然災害等の不測の事態に対処するため、果実等

の需給調整、消費改善、需要拡大又は再生産の確保を図る上で必要となる事業とし

て生産局長が別に定める事業を実施することができるものとする。

第５ 特定畑作物等対策

指定法人は、特定畑作物等の需給の安定を図るため、以下に掲げる事業について助

成するものとする。

１ 特定畑作物等緊急対策事業

事業の種類及び内容(1)
ア 需要確保対策事業

この事業は、生産局長が別に定めるところにより、特定畑作物等の需要の確

保を図るため、知識啓発及び需要拡大のための検討会を開催するとともに、こ

れに必要な調査、実証等を実施する事業とするものとする。

イ 需給調整対策事業

この事業は、生産局長が別に定めるところにより、特定畑作物等の需給動向

等の的確な把握及びこんにゃくいもの過剰時における調整保管、でん粉原料い

もから加工食品用いもへの転換の促進等を実施する事業とするものとする。

管等を実施する事業とするものとする。

事業実施者(2)
この事業の実施者は 特定畑作物等の生産出荷団体その他生産局長が適当と認め、

た者とするものとする。

特定畑作物等緊急対策事業実施計画(3)
ア 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定めた特定畑作物等緊急対策事

業実施計画 以下「特定畑作物等事業計画」という。 を指定法人に提出し、承( )
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認を受けるものとする。

イ 指定法人は、アにより提出された計画が第６の３の指定法人の事業計画に即

していると認められ承認しようとする場合には、あらかじめ生産局長と協議す

るものとする。

ウ アの計画を変更する場合はア及びイに準じて行うものとする。

補助金の交付(4)
ア 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、当該特定畑作物等事業計画を

提出した指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。

イ 指定法人は、アにより申請された場合には、業務方法書に定めるところによ

り、事業実施者に補助金を交付するものとする。

ウ 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるもの

とする。

実績の報告(5)
ア 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところによ

り、指定法人に報告するものとする。

イ 指定法人は、アの報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。

２ 特定農作物産地構造改革対策事業

事業の種類及び内容(1)
ア 産地構造改革推進事業

この事業は、生産局長が別に定めるところにより、雑豆（大豆及び落花生以

。）、 （ 「 」 。）外の豆類をいう 落花生及びこんにゃくいも 以下 特定農作物 という

の需給の安定を図るため、都道府県及び産地における産地強化の方針及び計画

の策定を実施する事業とする。

イ 契約栽培推進事業

この事業は、生産局長が別に定めるところにより、特定農作物の契約栽培を

推進するため、契約栽培奨励金を交付する事業とする。

ウ 作物転換支援事業

この事業は、生産局長が別に定めるところにより、特定農作物の需給の安定

を図るため、特定農作物から他作物への転換を推進する事業とする。

事業実施者(2)
この事業の実施者は 特定農作物の生産出荷団体その他の生産局長が適当と認め、

た者とする。

特定農作物産地構造改革対策事業実施計画(3)
ア 事業実施者は、生産局長が別に定めるところにより、特定農作物産地構造改

革対策事業実施計画 以下 特定農作物事業計画 という を指定法人に提出（ 「 」 。）

し、承認を受けるものとする。

イ 指定法人は、アにより提出された特定農作物事業計画を第６の３の指定法人

の事業計画に即していると認め、承認しようとする場合には、あらかじめ生産

局長と協議するものとする。
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ウ アにより承認を受けた特定農作物事業計画を変更する場合には、ア及びイに

準じて行うものとする。

補助金の交付(4)
ア 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、指定法人に対し補助金の交付

を申請するものとする。

イ 指定法人は、アの規定により申請を受けた場合には、業務方法書に定めると

ころにより、事業実施者に補助金を交付するものとする。

ウ 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるもの

とする。

実績の報告(5)
ア 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところによ

り、指定法人に報告するものとする。

イ 指定法人は、アの報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。

第６ 指定法人の業務

果振法第４条の４各号の指定法人の業務の具体的内容及び運営については、施行通

知第４の３及び以下に定めるところによるものとする。

１ 業務の内容

都道府県法人に対する出資(1)
都道府県法人が、第２の５の 及び 並びに第４の１の事業を行うために必要(2) (1) (2)

な資金（以下「交付準備金」という ）を造成するために要する経費に対する補助。

都道府県法人が、第２の５の 及び第３並びに第４の２から４までの事業につ(3) (3)
いて、その事業実施者に対して補助する場合の補助

第２の５の 及び第４の２から４並びに第５の事業について、その事業実施者(4) (3)
に対する補助

第４の２から４までの事業の実施(5)
から までの業務に附帯する業務(6) (1) (5)

２ 事業資金の造成及び管理

指定法人は、第２、第３及び第４の事業に要する経費を、果樹対策資金として(1)
造成するものとする。

指定法人は、第３の事業に要する経費に充てるための資金が不足するときは、(2)
その財源に充てるため 当該不足額の範囲内において借入れをすることができるも、

のとする。

指定法人は、既造成資金について、第５の事業に要する経費を特定畑作物等対(3)
策資金として、区分して管理するものとする。

指定法人は、 及び の事業資金について、生産局長が別に定めるところによ(4) (1) (3)
り管理するものとする。

３ 事業計画等の作成
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指定法人は、果振法第４条の６第１項の規定に基づき、毎事業年度開始前に、(1)
１に掲げる業務について以下に掲げる事項を内容とする事業計画及び収支予算を作

、 。 、成し 農林水産大臣の承認を受けるものとする これを変更しようとするときも

同様とする。

ア 事業計画

イ 予算

ｱ 予算総則( )
ｲ 収支予算( )

ウ 資金計画

エ その他事業計画及び収支予算に関する添付書類

指定法人は、果振法第４条の６第２項の規定に基づき、毎事業年度経過後３か(2)
月以内に、１に掲げる業務について に準じた内容の事業報告書及び収支決算書(1)
を作成し、農林水産大臣に提出するものとする。

４ 業務実施方針及び業務実施規程の作成

指定法人は、生産局長と協議の上、第２の５の から の事業に係る補助を行(1) (1) (3)
うための業務実施方針を作成するものとする。

の業務実施方針及び果振法第４条の５第１項の規定に基づく業務実施規程の(2) (1)
作成は、生産局長が別に定めるところにより行うものとする。

５ 都道府県法人等に対する業務の指導等

指定法人は、都道府県法人に対し、業務の円滑な実施に必要な事項につき助言(1)
指導等を行うものとする。

指定法人は、事業の運営上必要な限度において、都道府県法人に対し、業務及(2)
び資産の状況その他必要な事項について報告させ 又は帳簿及び書類の閲覧を求め、

ることができる。

指定法人は、１の の業務の実施に必要な限度において、事業実施者に対し必(3) (4)
要な事項について報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。

６ 業務方法書の制定

、 。指定法人は 生産局長が別に定める事項について業務方法書に定めるものとする

第７ 都道府県法人の業務

都道府県法人の設立の要件、業務の内容及び運営、その他必要な事項については、

以下に定めるところによるものとする。

１ 法人の設立

都道府県法人の設立は、生産局長が別に定めるところによるものとする。

２ 業務の内容

第２の５の 及び 並びに第３及び第４の１の事業の実施並びに交付準備金の(1) (1) (2)
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造成及び管理

第２の５の 並びに第４の２から４までの事業について、その事業実施者に対(2) (3)
する補助

第４の２から４の事業の実施(3)
から までの業務に附帯する業務(4) (1) (3)

３ 交付準備金の管理

都道府県法人は、２の の交付準備金について、生産局長が別に定めるところ(1)
により管理するものとする。

４ 報告及び調査

都道府県法人は、２の業務の実施に必要な限度において、補給金、補てん金の受

給者又は事業実施者に対し必要な事項について報告を求め、又は調査を行うことが

できるものとする。

５ 業務方法書の制定

都道府県法人は、生産局長が別に定める事項について業務方法書に定めるものと

する。

第８ 全果協及び都道府県果協

全果協及び都道府県果協の設置・運営については、施行通知第４の２の に基づ(3)
くとともに、以下に定めるところによるものとする。

１ 全果協

全果協は、以下に掲げる団体の代表者をもって構成する。(1)
ア 全国農業協同組合中央会

イ 果実の生産出荷の業務又はその指導を行っている全国の区域を地区とする農

業協同組合連合会

ウ 全国段階の商系出荷事業者団体

エ 都道府県果協

オ その他生産局長が適当と認める団体

全果協は、以下に掲げる事項について協議を行うものとする。この場合、指定(2)
果実については、第２の１の の適正生産出荷見通し又は第２の３の の指針に(1) (2)
即し、協議を行うものとする。

ア 年間の需給見通しに関する事項

イ 出荷時期区分の設定に関する事項

ウ 改植及び摘果の推進等計画的生産に関する事項

エ 生食用及び加工原料用の果実の計画的出荷に関する事項

オ 緊急需給調整特別対策事業の実施方針及び発動に関する事項

カ 果実製品の調整保管に関する事項

キ その他果実の生産及び出荷の安定に関する事項
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全果協は、 の事項についての協議のうちその内容が都道府県段階のものを都(3) (2)
道府県果協に委託するものとする。

全果協は、協議終了後速やかに、指定果実に係る協議事項については生産局長(4)
に協議するものとし その他の果実に係る協議事項については生産局長に届け出る、

ものとする。

生産局長は、 により協議された場合又は届出があった場合には、その内容を(5) (4)
、 （ ）指定法人には直接 関係知事には地方農政局長を通じ 北海道知事にあっては直接

通知するものとする。

生産局長は、果実等の需給の安定を図る上で、緊急を要する事項について協議(6)
するため 全果協の開催を指示することができるものとする 全果協は 協議の内、 。 、

容を速やかに生産局長に報告するものとする。

２ 都道府県果協

都道府県果協は、以下に掲げる団体の代表者をもって構成する。(1)
ア 都道府県農業協同組合中央会

イ 都道府県の区域の全部又は一部をその地区とする農協及びその連合会（全国

農業協同組合連合会の県本部を含む ）。

ウ 都道府県段階の商系出荷事業者、加工事業者又は販売事業者の団体

エ その他知事が適当と認める団体

都道府県果協は、１の により全果協の委託を受けた事項及び以下に掲げる事(2) (3)
(1)項について協議を行うものとする。この場合、指定果実については第２の１の

の適正生産出荷見通し又は第２の３の の指針の趣旨が活かされるよう配慮する(2)
ものとする。

ア 出荷時期区分の設定に関する事項

イ 改植及び摘果の推進等計画的生産に関する事項

ウ 生食用及び加工原料用の果実の計画的出荷に関する事項

エ 緊急需給調整特別対策事業の実施方針及び発動に関する事項

オ 果樹産地構造改革計画に関する事項

カ その他果実の生産及び出荷の安定に関する事項

都道府県果協は、協議終了後速やかに、指定果実に係る協議事項については、(3)
知事と調整、 のオに係る事項については知事と協議するものとし、その他の果(2)
実に係る協議事項については知事に届け出るものとする。

知事は、 により調整を了した場合又は届出があった場合には、その内容を地(4) (3)
方農政局長 北海道知事にあっては生産局長 及び都道府県法人に通知するものと（ ）

する。

、 、 、(5) 知事は 指針に即した指導を行うため 特に必要があると認められる場合には

都道府県果協の開催を指示することができるものとする。

第９ 国の助成等

１ 国は、予算の範囲内において、以下に掲げる経費につき別に定めるところにより
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補助するものとする。

指定法人が行う果樹対策資金及び特定畑作物等対策資金の造成に要する経費に(1)
つき定額

第６の２の の借入金に係る利息の支払に要する経費につき定額(2) (2)
２ 国は、指定法人がこの要綱に基づく事業を行わなくなった場合において基金又は

資金に残余があるときは、国の補助金に相当する部分を国に納付すべきことを命ず

ることができるものとする。

第 事業の見直し10
１ 指定法人は、本対策の在り方について、平成２１年度までに見直しを行い、その

後、４年に１回、定期的に見直しを行うものとする。

２ 指定法人は、１の見直しを実施したときは、果樹対策資金及び特定畑作物等対策

資金に係る次の事項を生産局長に報告するとともに、公表するものとする。

資金の名称(1)
資金の額及び国庫補助金相当額(2)
資金の保有割合並びにその算出に用いた数式及び数値(3)
資金事業の概要(4)
資金事業の目標及び達成度(5)
見直しの概要及び次回の見直しの時期(6)

第 その他11
１ この要綱に定めるもののほか、第２、第３、第４及び第５の対策並びに第６及び

第７の業務の実施、並びに第８の協議会の設置運営に関し必要な事項は、生産局長

が別に定めるものとする。

２ 生産局長は、指定法人に対し、本対策の実施について必要な指導及び監督を行う

ものとする。

第 経過措置等12
１ 加工原料用果実価格安定対策事業の取扱い

(7) (7)第４の１の のアの保証基準価格及び最低基準価格の設定並びに第４の１の

のエの平均取引価格の算定に当たっては、当分の間、消費税及び地方消費税の額を

控除して計算するものとする。

２ 都道府県の区域を超える地域を地区とし、従たる事務所を設置している者が事業

実施者となる場合の取扱い

都道府県の区域を超える地域を地区とする事業実施者であって都道府県の区域(1)
を地区とする従たる事務所を設置して事業を行う場合の事務手続きについては 事、

業実施者が都道府県ごとの事業を委任する者に行わせることができる。

事業実施者が前項の規定に基づき都道府県ごとの事業を委任する者に事務を行(2)
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わせるときには あらかじめその旨を当該都道府県法人を通じて指定法人に届け出、

るものとする。

なお 当該都道府県に都道府県法人が設置されていない場合は指定法人に届け出、

るものとする。

前項の規定に基づき都道府県ごとの事業を委任する者に事務を行わせるときの(3)
事務手続きについては 都道府県の全部又は一部の区域を地区とする者が事業を行、

う際の事務手続きに準じるものとする。

附則

１ この通知は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 平成１９年３月３１日までにこの通知による改正前の果実等生産出荷安定対策実

施要綱（平成１３年４月１１日付け１２生産第２７７４号農林水産事務次官依命通

知）第２の５の のエの規定に基づき、経営安定対策基本計画の承認のあった経(3)
営安定対策事業及び同要綱第３の２の ）の規定に基づき果樹特別対策事業実施計(3
画の承認のあった果樹特別対策事業については、なお従前の例によるものとする。


